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２０２１年６月１８日 

特定非営利活動法人 

消費生活ネットワーク新潟 

正会員・団体正会員 各位 

    新潟県新潟市中央区６番地２ 

  特定非営利活動法人 消費生活ネットワーク新潟 

理事長 堀田 伸吾 

 

 

               第４回通常総会の議決結果について(ご報告) 
 

拝啓 日頃、消費生活ネットワーク新潟の活動にご協力いただき大変ありがとうございます。 

 さて、本年度の当法人通常総会を 6 月 8 日開催いたしました。会員皆様には新型コロナウイルス

感染拡大防止の観点から書面での表決をお願いいたしました。 

 その議決結果については下記のとおりとなりましたのでご報告申し上げます。 

  

敬 具 

記 

 

1．議案   

第１号議案 ２０２０度活動報告について         (賛成107、反対 0  ) 

第２号議案 ２０２０度収支決算および監査報告について  (賛成107、反対 0 ) 

第３号議案 ２０２１年度活動計画（案）について       (賛成 107、反対 0 ) 

第４号議案 ２０２１年度予算（案）について            (賛成 107、反対 0 ) 

第５号議案 役員(監事)の選出について              （賛成 107、反対 0 ） 

 

2.結果 

  正会員数は１３４名(個人会員 114、団体会員 20)です。上記のとおり、すべての議案について、

過半数の賛成をもって可決されました。 

  書面表決書の中でご意見をいただきましたので回答と合わせて報告を致します。ご確認くださ

い。(裏面に記載、参照ください) 

  貴重なるご意見をお寄せ下さり大変ありがとうございました。 

 

3．送付書類 

 ・「2020 年度〜2021 年度役員体制について」 

                                     

以上 

 
問合せ事務局： 

特定非営利活動法人 消費生活ネットワーク新潟 

TEL025－384－4021 FAX025－384－4022 

E-mail  ssnetwk@axel.ocn.ne.jp 



     2020 年度～2021 年度役員体制について 

 第 4 回通常総会で選出可決しました堀江監事を加えまして、下記役員体制となりましたのでご報

告いたします。尚、任期は 2021 年までとなります。(定款１４条、第１６条) 

 

 

特定非営利活動法人消費生活ネットワーク新潟               (敬称略) 

役 職 氏 名 所 属 団 体  

理事長 堀田 伸吾 新潟みなと法律事務所 弁護士 

副理事長 江花 史郎 にいがた駅前法律事務所 弁護士 

副理事長 酒井 龍 新潟中央法律事務所 弁護士 

理事 長谷川 聡 新潟県生活協同組合連合会 会長理事 

理事 石畝 剛士 新潟大学法学部 准教授 

理事 岡田 雅彦 新潟県生活協同組合連合会 専務理事 

理事 間  英輔 新潟県労働者福祉協議会 専務理事 

理事 大石 裕子 NACS 東日本支部新潟分科会  

理事 鳴釜 千津子 NACS 東日本支部新潟分科会  

理事 髙杉 陽子 NACS 東日本支部新潟分科会 代表 

理事 遠藤 智子 エスペランサ総合法律事務所 弁護士 

理事 本多 滿喜子 新潟県消費者協会 会長 

監事 堀江 智恵子 新潟県消費者協会 事務局長 

監事 佐藤 淳 新潟県労働者福祉協議会 事務局長 

 

 ※オブザーバー 

   新潟県県民生活・環境部 県民生活課 

 

 



2021 年 6 月 8 日 

第 4 回通常総会書面表決書にお寄せいただいたご意見要望と回答 

特定非営利活動法人 消費生活ネットワーク新潟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 号議案(2020 年度活動報告について) 

  (意見) 現役役員一覧を載せる必要はないのでしょうか。活動報告の中、又は資料の中に。

不要ということであれば構いません。 

 (回答)  ご指摘ありがとうございます。また、失礼を致しました。総会後、会員皆様に送付

致します「総会議決結果報告」送付の際に役員一覧をお送りさせていただきます。 

 

第 2 号議案(2020 年度収支決算および監査報告について) 

 質問、意見なし 

第 3 号議案(2021 年度活動計画(案)について) 

 (意見) コロナ禍の鎮静化を祈り、一日も早い本格的な稼働を。 

 (回答) 激励をいただき有難うございます。本格的な活動は先になりますが、コロナ禍でもで

きる方法にて一層活動を進めてまいります。是非、ご支援をお願いします。 

 

  (意見) 念願の「適格消費者団体」認定に期待しております。 

 (回答) 有難うございます。認定に向けて最後の作業を進めております。これからも一層のご

支援をお願いします。 

  

第 4 号議案(2021 年度予算(案)について) 

  質問、意見なし 

第 5 号議案(役員(監事)の選出について) 

  質問、意見なし 

全体を通して 

 (意見) 消費生活ネットワーク新潟や適格消費者団体について研修ある機会が長岡であり、周

知してくれると良いと思います。 

 (回答) ご要望ありがとうございます。是非、地元皆様からお声を上げていただき、対応を進

めたいと思います。例えば皆様のお集まりの機会などお話しできるようであればお聞

かせください。 

 

※その他「ご苦労様です」「がんばってください」といただきました。大変ありがとうございま 

した。 

 


